
資料第2

原審保管押収物の仮還付請求の事務処理について

原審保管中の押収物について，所有者等から仮還付の請求があった場合の事務

処理は，次のとおり行う。

仮還付請求事件は，刑事雑事件簿に登載し，次のとおり処理する。

1係書記官は，仮還付請求書記載の当該物件が，裁判所に押収されているかどう

か，品目・数量に誤りはないかどうかを本案記録の押収物総目録などと対照調査

し， これらの調査結果及び請求人や請求事由等を記載した決裁票を作成した上，

これを請求事件記録に添付し， 当審本案記録とともに担当調査官に提出する。

2押収物の取寄せ及び訴訟関係人に対する求意見等の要否については担当調査官

の指示を受ける。

3係書記官は，担当調査官の調査結果（前記決裁票に意見が記載される。 ）に従

い，仮還付決定案又は却下決定案を作成し，決定案は担当調査官のチェックを受

けて，文書係に浄書を依頼する。

4決定原本は，担当調査官のチェックを受けた上,これと前記決裁票・決定案・

請求事件記録順にクリップで一括し，なお，必要に応じて当審本案記録を添えて，

主任裁判官に提出し，決定書に押印を受ける。

5仮還付決定は，請求人，検察官及び被告人にその謄本を送達する。弁護人には

写しを普通郵便で送付する。

6却下決定は，請求人にその謄本を送達し告知する。

7事件が終局したときは，前記刑事雑事件簿の『終局』欄に所要事項を記入する

とともに統計カードを作成の上，事件係を経由して統計係に送付する。

8仮還付決定が確定したときは，押収物総目録の『処分事由発生年月日』欄に決

定の確定日を『処分事由』欄に仮還付とそれぞれ記入し，なお,、 『備考』欄に要

還付通知とメモ書した上，上席書記官に提出して『主任書記官印』欄に認印を受

け， これを当審本案記録とともに押収物主任官に送付する。
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